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1. はじめに
近年、大規模言語モデル（LLM）の進化は目覚ましく、知的財産（IP）業務においても、先行

技術調査の効率化から明細書作成の支援まで、その活用が現実のものとなりつつあります。し

かし、一括りに「LLM」と言っても、その性能には大きな隔たりがあり、業務の質に決定的な

違いをもたらします。本レポートでは、AIの真の推論能力を測る指標として注目される「ARC-

AGI-2」ベンチマーク 1  を基準に、高性能LLMと低性能LLMの間に存在する「能力の断絶」を

明らかにします。そして、その能力差が知的財産業務の現場で具体的にどのような違いとして

現れるのか、特に高性能LLMにしかできないことに焦点を当てて分析し、未来の知財専門家と

AIの協業モデルを展望します。

2. ARC-AGI-2が示す「推論能力の壁」
ARC-AGI-2（Abstraction and Reasoning Corpus for Artificial General Intelligence 2）は、知識

の記憶量ではなく、未知の課題に直面した際の適応能力、すなわち「流動性知能」を測定する

ために設計されたベンチマークです 2 。人間にとっては直感的に解ける問題群である一方、現

在の多くのAIにとっては極めて困難な課題とされています。

最新のARC-AGI-2リーダーボード 3  を見ると、その困難さが浮き彫りになります。Gemini 3.1 

ProやGPT-5.2といった最先端の高性能LLMがようやく人間には及ばないながらも有意なスコア

を記録し始めた一方で、少し前のモデルや性能の低いモデルのスコアは軒並み0%に近いままで

す。これは、単なる計算能力や知識量の差ではなく、AIの「推論の質」において、あるレベル

を境に明確な能力の断絶が存在することを示唆しています。

ARC-AGI-2の技術レポート 4  によれば、このベンチマークは特に以下の3つの高度な推論能力

を評価するように設計されており、これらこそが高性能LLMと低性能LLMを分ける「壁」となっ

ています。

1. 記号的解釈 (Symbolic Interpretation): 記号を単なる視覚パターンとしてではなく、文脈

の中で与えられた意味を持つものとして解釈する能力。

2. 構成的推論 (Compositional Reasoning): 複数のルールや制約を同時に、あるいはそれら

の相互作用を考慮しながら適用し、結論を導き出す能力。

3. 文脈に応じたルール適用 (Contextual Rule Application): 周囲の状況や文脈によって、適

用すべきルールを動的に切り替える能力。



知的財産業務は、まさにこれらの高度な推論能力が求められる領域です。特許文献の解釈は、

単語の定義だけでなく、明細書全体の文脈、技術分野の常識、そして法律や判例といった複数

のルールを複合的に適用して行われます。次章では、この3つの能力を軸に、高性能LLMだけが

遂行可能な知的財産業務を具体的に見ていきます。

3. 高性能LLMにしかできない知的財産業務 — 3つの能力に基づ
く分析

ARC-AGI-2が要求する3つの推論能力は、知的財産業務における専門家の思考プロセスと深く結

びついています。この能力の有無によって、LLMが提供できる価値は「単純作業の補助」から

「高度な意思決定支援」へと大きく変化します。

推論能力 知的財産業務における

タスク例

高性能LLMにしかでき

ないこと

低性能LLMの限界

記号的解釈

クレーム解釈、発明の

要旨認定、先行技術の

評価

発明の「魂」を理解す

る: クレームの構成要

件の組み合わせが、ど

のような技術的課題を

解決するための「発

明」という一つの意味

あるコンセプトを形成

しているかを理解す

る。例えば、「弾性部

材」と「係止部」が

「着脱の容易化」とい

う機能的意味を持つこ

とを解釈する。

単語のリストとして処

理: クレームを単語の

集合としてしか認識で

きず、キーワードのマ

ッチングに終始する。

用語が同じでも技術的

思想が異なる文献を誤

って関連ありと判断す

る。

構成的推論

無効資料調査、戦略的

なクレーム作成支援、

侵害回避設計

複数の証拠から論理を

構築する: 複数の先行

技術文献を組み合わせ

て、対象特許の進歩性

を否定する論理（組み

合わせの容易想到性）

を構築する。新規性、

進歩性、記載要件など

複数の法的要件を同時

に満たすクレーム代替

案を複数提案する。

一度に一つのルールし

か適用できない: 新規

性についてはコメント

できても、進歩性との

関係性を考慮した分析

はできない。複数の文

献を提示されても、そ

れらを戦略的に組み合

わせる推論は不可能。

文脈に応じたルール適

用

侵害成否の判断、各国

法制度を考慮したグロ

ーバル出願戦略の立案

状況に応じて判断基準

を切り替える: クレー

ム中の用語が、明細書

の記載や技術分野の常

識、判例に基づき、ど

常に同じルールを画一

的に適用: 文脈を無視

し、ある国で認められ

た判例を法制度が異な

る国にもそのまま適用



【能力1】記号的解釈：発明の本質を見抜く

特許実務において、クレーム（特許請求の範囲）に記載された用語は、辞書的な意味だけでな

く、明細書全体の文脈の中で定義された「技術的な記号」として機能します。高性能LLMは、

この記号が持つ発明の核心的な意味、すなわち「発明の要旨」を捉えることができます。これ

により、単なるキーワード検索では見つけられない、表現は異なるが本質的に同じ技術思想を

持つ先行技術文献を発見したり、逆に、用語は似ていても発明の核心が異なる文献をノイズと

して排除したりすることが可能になります。これは、調査の質を飛躍的に向上させるだけでな

く、侵害訴訟におけるクレーム解釈の妥当性を検討する上でも極めて重要です。

【能力2】構成的推論：複数の制約から最適解を導く

無効資料調査は、単一の文献で新規性を否定するだけでなく、複数の文献を組み合わせて進歩

性の欠如を主張することが頻繁に行われます。高性能LLMは、複数の文献の内容をそれぞれ理

解した上で、それらを組み合わせる「動機付け」が当該技術分野に存在したか、組み合わせに

よって予期せぬ効果（顕著な効果）が生じないか、といった複数の視点を複合的に評価し、説

得力のある無効論理の仮説を構築することができます。これは、低性能LLMが個々の文献を評

価することしかできないのとは対照的です。この能力は、攻撃だけでなく、自社の特許網を強

化するための戦略的なクレーム作成支援にも応用できます。

【能力3】文脈に応じたルール適用：状況に応じて判断を切り替える

特許権の効力は、国や地域によって異なります。また、同じ法律の条文でも、技術分野や時代

背景によってその解釈が変化することがあります。高性能LLMは、このような「文脈」を理解

し、例えば「米国のソフトウェア特許訴訟における近年の判例傾向」といった特定のコンテキ

ストに基づいた侵害リスクの分析や、「欧州と中国で権利化しやすいクレーム表現」といった、

グローバルな出願戦略の立案支援が可能になります。低性能LLMが文脈を無視して画一的な回

答しかできないのに対し、高性能LLMは状況に応じた柔軟な思考を提供し、より精度の高い意

思決定をサポートします。

4. 結論：専門家を拡張する「思考のパートナー」としてのLLM

のように解釈されるべ

きかを判断する。例え

ば、同じ「通信」とい

う言葉でも、国や技術

分野の文脈で解釈の範

囲が変わることを理解

し、侵害分析の精度を

高める。

できるかのような誤っ

た分析を行うリスクが

ある。



ARC-AGI-2ベンチマークが示すように、高性能LLMと低性能LLMの間には、単なる性能のグラデ

ーションではなく、高度な「推論能力」の有無という明確な断絶が存在します。知的財産とい

う、深い洞察と多角的な分析が求められる専門性の高い業務において、この差は決定的な価値

の違いを生み出します。

低性能なLLMが単純作業の自動化に留まるのに対し、高性能LLMは、知財専門家の「思考のパ

ートナー」として、その能力を拡張する存在になり得ます。専門家が持つ経験や直感を、LLM

が持つ網羅的な情報アクセス能力と高度な論理構築能力で補強し、これまで以上に質の高い戦

略的な意思決定を迅速に行う。これが、高性能LLMが拓く未来の知的財産業務の姿です。

もちろん、現状の高性能LLMですら完璧ではなく、その出力には誤りが含まれる可能性があり

ます。だからこそ、最終的な判断は人間が行うべきであり、AIの出力を鵜呑みにせず、批判的に

吟味し、修正・活用する専門家の役割、すなわち「Human-in-the-Loop (HITL)」 5  の重要

性は、今後ますます高まっていくでしょう。高性能LLMの登場は、専門家の仕事を奪うのでは

なく、より創造的で戦略的な業務へとシフトさせる契機となるのです。
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